
約款 新旧対照表 

『さくらのレンタルサーバ 取次店制度約款』 

※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更 

該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 

第４条 第４条（当社のサポート） 

１．（略） 

２．（略） 

３．当社は、取次店に対して、当社が別途指定する商標等（以下、「当社商標等」といいます。）を、

取次店活動の遂行に必要な範囲で、日本国内において、取次店が作成するパンフレットその他の広告、

宣伝、販売促進物に付して使用する非独占的な権利を許諾します。取次店は、当該権利を第三者に再

許諾し、譲渡し、若しくは担保に供してはなりません。 

第４条（当社のサポート） 

１．（略） 

２．（略） 

３．当社は、取次店に対して、当社が別途指定する商標等（以下、「当社商標等」といいます。）を、

取次店活動の遂行に必要な範囲で、日本国内において、取次店が作成するパンフレットその他の広告、

宣伝、販売促進物に付して使用する非独占的な権利を許諾します。取次店は、当該権利を第三者に再

許諾し、譲渡し、又は担保に供してはなりません。また、取次店は、当社商標等の使用に関する条件、

方法その他の必要な事項について、当社が別途定めるガイドラインに従うものとします。なお、当社

が当社商標等の使用を不適切であると判断した場合、取次店は当社の指示に従い、直ちに当社商標等

の使用方法を変更し、又は使用を中止するとともに、当社商標等が不適切な態様で付された表示、媒

体その他の物を削除又は廃棄するものとします。 

・表記ゆれを修正いたします。 

・当社商標等の使用について、ガイドラ

インに定める場合があることや、不適切

な使用への対応を明確にするため、修正

いたします。 

第８条 第８条（取次店に対する報酬） 

１．（略） 

２．（略） 

３．（略） 

４．（略） 

５．（略） 

６．物価又は当社の施設に係る維持管理運営費の変動等により、当社が報酬額を不相当と認めるに至

ったときは、第１０条を準用し、取次店契約の契約期間内であっても、当社は、同条項に従って取次

店に通知することにより、報酬額を変更することができるものとします。 

第８条（取次店に対する報酬） 

１．（略） 

２．（略） 

３．（略） 

４．（略） 

５．（略） 

６．物価又は当社の施設に係る維持管理運営費の変動等により、当社が報酬額を不相当と認めるに至

ったときは、第１１条を準用し、取次店契約の契約期間内であっても、当社は、同条項に従って取次

店に通知することにより、報酬額を変更することができるものとします。 

・条文を追加したことに伴い、条番号が

繰り下がります。 

新設 

（新設） 

第９条（認定取次店） 

１．取次店は、当社所定の方法により認定取次店の承認申請を行うことができ、当社は、当社が別途

定める条件を満たすと認めたときは、当該申請を承認することがあります（以下、当該申請の承認を

受けた取次店を「認定取次店」といいます。）。承認の条件、承認の方法、承認によって付与される特

典、承認の効力が存続する期間その他の詳細は、別途定めるものとします。 

２．当社は、認定取次店が以下のいずれかに該当すると判断した場合、承認の効力を停止し、又は取

り消すことができます。 

（１）承認の条件を満たさなくなったとき 

（２）取次店契約が本約款に基づき終了・解除されたとき 

（３）取次店として不適切な行為（虚偽の申告又は説明を含みますが、これらに限りません。）が確認

されたとき 

（４）その他、当社が認定取次店として不適切であると合理的に判断したとき 

３．承認の効力が停止又は承認が取消しとなった取次店は、当該停止又は取消しの時点から、認定取

次店として付与された特典を利用することはできません。 

４．承認の効力が停止又は承認が取消しとなった場合であっても、当社は、当該停止又は取消しの対

象となった取次店に生じた損害について責任を負いません。 

・新しくリリースする認定取次店制度に

ついて、条文を追加いたします。 

  （以下、節番号及び条番号が繰り下がります）  

附則 

第１条 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２４年８月２０日に制定され、同日より適用されます。 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２４年８月２０日から適用されたさくらのレンタルサーバ取次店制度約款を変更し

たものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、２０２５年１２月１９日より適用され

ます。 

・本改定に伴う適用日の変更を行いま

す。 

 

 


